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よくあるご質問 

 

1. FTSE Russell ESG 評価とスコアについて： 

1.1 FTSE Russellはどのような企業ですか？ 

FTSE Russellはロンドン証券取引所グループに属し、マルチアセットに対応したベンチマーク、分析、デー

タソリューションを提供する世界的なリーディング・カンパニーです。 

1.2 FTSE Russell ESGスコア」とは？ 

FTSE Russell ESGスコアは、企業の ESG（環境・社会・ガバナンス）活動の透明性を評価するものです。

ESGスコアは、公開情報から収集されたデータに基づき、年に一度企業を評価します。 

FTSE Russell ESGスコアの詳細については、こちらをご覧ください。  

1.3 FTSE Russell ESGスコアの目的は何ですか？ 

FTSE Russellの ESGスコアは、ESG を投資プロセスに組み込みたい投資家が、投資判断や投資先企業との

対話（エンゲージメント）に活用することができます。また、FTSE Russell ESGスコアは、FTSE Blossom 

Japan Index Seriesおよび FTSE4Good Index Seriesの構成銘柄の決定にも使用されています。FTSE Russell

の ESGスコアが FTSE Russellのサステナブル投資インデックスにどのように使用されているかについて

は、 サステナブル投資インデックス | FTSE Russell | LSEGをご参照ください。 

1.4 誰がデータにアクセスできますか？ 

FTSE Russellの顧客が ESGスコアとその基礎データにアクセスすることができます。例えば、大規模な機関

投資家は ESG パフォーマンスデータを投資プロセスに組み込むことができます。評価を受けた企業は、自社

の ESGスコアにアクセスすることができます。 

1.5 どの企業を評価しますか？ 

FTSE Russell ESGスコアの調査対象企業は、先進国および新興国の中型および大型株企業です。特定地域の

小型株企業も対象となります。 

1.6 当社の調査はいつおこなわれますか？ 

ESG調査サイクルは６月から翌年３月までを１サイクルとしています。企業の評価は、連続した次の会計年

度（前回調査の対象となった会計年度の次の年度）に関連するすべての開示が揃えば、各調査サイクル中に 1

回行われます。 

FTSE4Good Series 基本ルール 8.2では FTSE ESG調査におけるレポートカットオフ日について説明してお

り、これはこの FAQにも反映されています。 

一般に、年次開示を 4 月から 9 月の間に発行する企業は、10 月の第一週の週末までに新しい調査の企業レビ

ュー依頼の連絡を受け取ります。これらの調査は、企業からのフィードバックを反映し FTSE4Good 12月イ

ンデックスレビューに使用されます。 なお、12月インデックスレビューに使用される情報は 9月 30日まで

に公開されたものである必要があります。通常この期限以降に公開された情報は次回調査にて考慮されま

す。 

https://www.lseg.com/en/ftse-russell/esg-scores
https://www.lseg.com/en/ftse-russell/esg-scores
https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/sustainable-investment-indices
https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/sustainable-investment-indices
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年次開示を 10 月から 3 月の間に発行する企業は、4 月の第一週の週末までに新しい調査の企業レビュー依頼

の連絡を受け取ります。これらの調査は、企業からのフィードバックを反映し FTSE4Good 6月インデックス

レビューに使用されます。レビューの対象となる情報は 3月 31日までに公開された情報のみとなります。通

常この期限以降に公開された情報は次回調査にて考慮されます。 

CDPに参加、報告する企業については、他の年次開示のタイミングに関係なく 4月に新しい調査の企業レビ

ュー依頼を受け取る可能性が高くなります。これは、CDPが各会計年度のアンケートデータを発表するのが

通常 10月または 11月であるためです。CDPの情報は企業の ESGスコアにとって重要であるため、調査は

その重要なデータが利用可能になるまで「待機」します。これらの評価は 6月インデックスレビューで使用

されます。 

ただし、CDP参加企業が CDPの回答データを 9月末の締め切り日より前に自社のウェブサイトで公開する

ことを選択した場合、同じ会計年度のその他すべての関連年次開示が揃っていれば、12月レビューに反映す

ることが可能になります。 

ESGスコアの結果は、インデックスのレビュー実施後、概ね 12月または 6月の第 4週に入手可能となりま

す。 

FTSE Russellの企業コミュニケーションプロセスの詳細については、サステナブル投資における企業エンゲ

ージメント（Overview of FTSE Russell’s corporate communication process: ESG scores data）をご参照くだ

さい。 

1.7 誰が調査をおこなっていますか？ 

データ収集プロセスは、FTSE Russellの仕様に沿ったデータ収集を行うよう訓練された、世界各地に拠点を

置くデータアナリストのグローバルチームによって行われています。データ収集は企業のレポート、ウェブ

サイトおよび他の公開情報を使用して行います。  

1.8 英語の情報のみが調査対象ですか？ 

英語は一般的に使用されるビジネス言語ですが、FTSE Russellは現地語の重要性も認識しています。そのた

め、調査プロセスでは他の言語の情報も参照します。 

主な対応言語は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ポルトガル語、日本語、中国語等です。  

1.9 企業レビューの期限を延長することはできますか？ 

調査データのレビュー、情報提供には時間がかかることは承知しておりますが、調査に使用されている情

報は既に公開情報に基づいています。同様に、FTSE Russellは世界 8,500社以上を調査しレビューするため

に、非常にタイトな時間枠で管理されたデータプロセスを実施しており、各社の企業レビューには可能な限

りの時間を与えていることをご理解いただければ幸いです。そのため、基本的に企業レビューの延長には応

じることができません。 

企業の ESGデータに不正確な点があると思われる場合は、「ESG Data Recalculation Policy and 

Guidelines」を定めており、最終データ公表後の企業評価の変更に対するアプローチを定めています。 

1.10 レビューのリクエストを受け取っていません。 

レビューリクエストは通常、企業のウェブサイトに掲載されている Investor Relationsや Sustainability関連の

Eメールアドレスに送付します。連絡先が公開されていない場合は、ESG評価のレビューリクエストを送付

することができません。登録連絡先の更新を希望される場合は、FTSE4Good@ftserussell.com までご連絡く

ださい。各企業はプライマリー・コンタクトとセカンダリー・コンタクトの 2つのコンタクト先を追加でき

ます。 

1.11 自社の ESGスコアを見るには？ 

貴社が ESGスコアの評価を受けた場合、FTSE Russell Sustainable Investment Data (SID)ポータルへのアクセ

スが提供されます。ポータルでは現在の ESGスコアと ESGスコアの元となったデータがご覧いただけま

https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/other/ftse-russell-sustainable-investment-corporate-engagement.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/other/ftse-russell-sustainable-investment-corporate-engagement.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/policy-documents/recalculation-policy-and-guidelines-sustainable-investment.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/policy-documents/recalculation-policy-and-guidelines-sustainable-investment.pdf
mailto:ESG-Japan-Co@ftserussell.com
https://si.ftserussell.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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す。ポータルへのアクセスについてサポートが必要な場合は、FTSE4Good@ftserussell.com までご連絡くだ

さい。 

1.12 ICBスーパーセクターデシル（十分位）＆パーセンタイル（百分位）ランクとは何ですか？ 

両スコアとも、同じ ICBスーパーセクターに属する同業他社との相対的な比較です。 

ピラー・スコアは十分位で算出されます。例えば、環境ピラーのスコアが 7であれば、自社は十分位で上位

3位、つまり同じ ICBスーパーセクターに属する同業他社の上位 30％に入ることを意味します。 

総合 ESGスコアは、百分位で算出されます。つまり、スコア 90は、自社が同じ ICBスーパーセクターに属

する同業他社との比較で上位 10％に入ることを意味します。 

1.13 企業の不祥事は ESGスコアの評価に考慮されますか？ 

いいえ、企業の不祥事は ESGスコアに影響しません。 

1.14 ESGテーマの適用はどのように機能しますか？なぜ、あるテーマが当社には「適用できない」と表示されて

いるのでしょうか？ 

企業は、各テーマが企業にとってどの程度関連性があり、重要であるかによって、高、中、低、または

Negligible/Not Applicable（N/A）のエクスポージャーレベルに分類されます。エクスポージャーの分類は、テ

ーマ の重要性を評価するために、ルールベースのメソドロジー1 を適用して、企業ごとに実施されます。こ

れは、以下のような企業のファンダメンタルズと特性から導き出されます： 

• サブセクター：ICBサブセクターの定義は、テーマに対する企業の関連性、および関連性の程度を特

定するために使用されます。2事業が多岐にわたる企業は、複数の ICBサブセクターが特定され、各

ICBサブセクターからの売上比率が「10%以上」または「不明」の場合、その ICBサブセクターが適

用されます。 

• 地理：テーマと最も関連性が高く、影響が最も大きいと考えられる国で事業を行っているかどうかを

評価します。国別リストは、一般に入手可能なデータを使用するルールベースのメソドロジーに従っ

て作成されます。3  

• 多国籍企業：企業が収益の 30％以上を国外地域から得ているかどうかを評価します。4  

あるテーマが適用外「not applicable」になっている場合は、当該企業がこのルールベースのメソドロジーに

より、そのテーマに関連する国やサブセクターに関与していることが確認されなかったためです。 

高エクスポージャー企業は低エクスポージャー企業より厳しい基準で評価されます。高エクスポージャー 企

業にはより多くの指標が適用され、テーマ・スコアは高エクスポージャー企業ほど高く設定される閾値帯 を

用いて算出されます。ピラー・スコアと ESGスコアは、各テーマのエクスポージャー・レベルを加重したエ

クスポージャ ー加重平均を用いて算出されます。  

1.15 各指標のスコアは入手可能ですか？ 

各指標のスコアは公表されていませんが、ポータル上で企業が評価された指標と、そのデータの参照元を確

認することができます。指標の評価に関して質問がある場合には、1社につき最大 10指標までフィードバッ

クを求めることができます。 

 
1エクスポージャー分類のメソドロジーは、外部の専門家や FTSE Russell ESG Advisory Committeeとのコンサルテーションに基づき開発されています。 

 

2Industry Classification Benchmark (ICB)は、世界の 70,000社および 75,000証券を分類するシステムです。企業は、主な収益源を占める事業に最もよく適合する ICBサブセクター

に分類されます。 

3世界銀行のリストやインデックスといった、一般に公開されているデータベース、統計、インデックス、リスト、スコアなどが課題に応じて幅広く利用されます。 

4これは FTSE Multinationals Index Seriesの定義に基づいています。「多国籍企業」は登記されている国地域（ヨーロッパ・中東・アフリカ、アメリカ、アジア太平洋） 以外で

30％以上の売上を創出している企業と定義づけられています。https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/multinationals 

mailto:ESG-Japan-Co@ftserussell.com
https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/industry-classification-benchmark-icb
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1.16 自社に適用された ICB分類に同意できません。 どうすれば変更できますか？ 

各企業にはプライマリーICBサブセクター（ポータルでは ICB-0と表示）が割り当てられ、FTSE Russellの

全インデックスで企業を分類するために使用されます。この ICB分類は ESGリサーチのプロセスで決定され

るものではなく、FTSE Russellの業種別分類プロセスの一部です。ESG評価で使用される ICB分類の詳細は

こちらをご覧ください。   

もし調査対象企業がプライマリーICB分類(ポータルでは ICB-0と表示)に同意しない場合は、FTSE Russellク

ライアントサービスチーム(info@FTSERussell.com)に連絡し、分類に異議を唱える根拠を説明したリクエス

トフォームを提出してください。該当するチームがリクエストを確認し、適切であれば更新を行います。ICB

の見直しは四半期ごとに行われます。 

その他のサブセクターの事業活動（ポータルの ICB-0を除く）については、アセスメントの企業レビュー期

間中、企業がコメントを入力することができます。  

1.17 特定のセクターに適用される指標のリストを見ることはできますか？ 

個々の指標は各企業の固有の状況に応じて適用されます。したがって、同じセクターであっても適用される

指標は企業ごとに異なる可能性があります。 

主に、各企業の事業セクター／活動（ICBサブセクター）と地理（企業が事業を展開している国や地域）を考

慮し、テーマエクスポージャーと適用可能性を決定し、指標の適用可能性につなげています。詳細につきま

しては、オンラインポータルで入手可能なメソドロジードキュメントを参照してください。 

1.18 評価について電話で相談することはできますか？ 

お問い合わせが集中するため、お電話や面談のご要望にはお応えできません。まずは、オンラインポータル

に掲載されているサポート資料（Resources > Guides & Contacts > Further information）をご参照ください。

これらをご覧になってもなお、当社のメソドロジーについて一般的なご質問がある場合は、

FTSE4Good@ftserussell.com までご連絡ください。  

評価のレビュー期間中である場合は、オンラインポータルを通じてコメントをご入力ください。その際、コ

メントの裏付けとなる公開情報が掲載されている URLとページ番号を必ず明記してください。 

評価のレビュー期間外である場合は、評価結果が反映された時点で、各社から 10指標を上限として、最終評

価に関するご質問を受け付けています。 

1.19 自社のフィードバックが受け入れられ、最終評価に反映されたことを確認するにはどうすればよいですか？ 

FTSE4Good Index Seriesと FTSE Blossom Japan Index Seriesのレビュー後、評価データがオンライン・ポ

ータルに反映された後、企業は各企業のフィードバックが受け入れられたかどうかをポータル上で確認でき

ます 。 

1.20 最終評価と ESGスコアについて、さらに説明を求めることはできますか？ 

最終評価については、各社 10指標まで問い合わせをお受付しております。 

1.21 ESGデータの再計算に関するポリシーとガイドライン 

FTSE Russellは、ESGスコアの再計算が必要かどうかを判断する際や、ESGデータプロダクトに誤りが確認

された場合、本文書に記載されたガイドラインに従います。  

ESG Data Recalculation Policy and Guidelines 

詳しくは FTSE4Good@ftserussell.comまでお問い合わせください。 

  

https://research.ftserussell.com/products/downloads/ICBStructure-Eng.pdf
mailto:info@FTSERussell.com
https://research.ftserussell.com/products/downloads/ICB_Classification_Data_Form.pdf
https://research.ftserussell.com/products/downloads/ICB_Classification_Data_Form.pdf
https://si.ftserussell.com/Account/Login?login=QSD
https://si.ftserussell.com/Account/Login?login=QSD
https://si.ftserussell.com/Account/Login?login=QSD
mailto:FTSE4Good@ftserussell.com
https://research.ftserussell.com/products/downloads/Recalculation_Policy_and_Guidelines_ESG_Products.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/policy-documents/recalculation-policy-and-guidelines-sustainable-investment.pdf
mailto:FTSE4Good@ftserussell.com
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1.22 どのような情報ソースを評価しますか？ 

これがすべてではありませんが、評価では以下のような情報ソースを参照します。 

• アニュアルレポート 

• 有価証券報告書 

• 統合報告書  

• サステナビリティレポート 

• コーポレート・ガバナンス報告書 

• ESGパフォーマンスデータ 

• 行動規範  

• 定款 

• 環境方針声明 

• 人権政策 

• サプライヤーの行動規範 / 調達ポリシー 

• 総会通知 

• 株主総会の結果 

• CDP 気候変動 

• 企業ウェブサイト 

 

一般に、企業が企業ウェブサイトで公開する情報が考慮されます。CDP気候変動データは、CDPへの回答

内容について「公開」を選択した場合に考慮されます。企業ウェブサイトのみで公開されている情報につい

ては、調査対象となる会計年度の情報が調査時に参照可能である場合に考慮されます。 

2.  FTSE4Good Index Series について ： 

2.1 FTSE4Good Index Seriesとは 何ですか？ 

FTSE4Good Index Series は、特定の環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する企業のパフォーマンスを測

定するために設計されています。 

2.2 FTSE4Good Index Seriesの組入れ対象となるのはどのような企業ですか？ 

FTSE All-World Index に含まれる企業は、FTSE4Good Index Series の組入れ対象となります。具体的には、

FTSE Global Equity Index Seriesで時価総額が大型株・中型株と定義される企業です。地域によっては小型

株企業も組入れ対象となる場合があります。 

親インデックスの組入れ方法は、以下のリンクから FTSE Global Equity Index Series の基本ルールをご覧く

ださい： 

FTSE Global Equity Index Series  

FTSE4Good Index Series の組入れ方法については、以下のリンクから FTSE4Good Index Series 基本ルール

をご覧ください： 

FTSE4Good Index Series 

詳細については、FTSE Russell（FTSE4Good@ftserussell.com）まで直接お問い合わせください。  

https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-global-equity-index-series-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse4good-index-series-ground-rules.pdf
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2.3 FTSE4Good Index Seriesの組入れ基準は何ですか？ 

FTSE4Good Index Series 基本ルール（Eligibility criteria）をご参照ください。 

2.4 FTSE4Good Index Seriesはどのように利用されていますか？ 

FTSE4Good Index Seriesは、サステナブル投資に焦点を当てた指数連動型投資、金融商品、ファンド商品

を作成するためのパフォーマンスベンチマークとツールを提供するインデックスです。 

2.5 ESGに関連する不祥事にインデックスはどのように対応していますか？ 

FTSE4GoodIndex Series 基本ルール（Eligibility criteria）をご参照ください。 

2.6 FTSE Russell ESGスコアのデータは、FTSE4Good Index Seriesのベースとしても使用されていますか？  

はい。FTSE4Good Index Series は FTSE Russell ESGスコアを使用し、インデックスに組入れられる企業

の選定に特定の基準値を適用しています。例えば FTSE4Good Index Seriesに新規に組入れされるために

は、ESGスコアが 3.3以上(先進国市場)、2.9以上(新興国市場)である必要があります。FTSE Russell ESG

スコアが FTSE Russell のサステナブル投資インデックスにどのように利用されているかについては、以下

をご参照ください。 

Guide to FTSE and Third Party ESG Data used in FTSE Indices 

2.7 自社は FTSE4Good Index Seriesに組入れるために必要な ESGスコアの基準を満たしていますが、なぜ

FTSE4Good Index Seriesに組入れられていないのですか？ 

ESGスコアの最低基準値の他に、組入れとなるための要件があります。詳しくは FTSE4Good Index Series

基本ルールをご参照ください。 

2.8 FTSE4Good Index Seriesの組入れや除外の基準が変更されることはありますか？ 

本インデックスは、最新の ESG慣行や投資家および幅広いなステークホルダーの期待を反映することを目

的としています。従って、組入れ基準および除外基準は時間の経過とともに変更される可能性があり、それ

は本インデックスの基本ルールによって管理されます。FTSE Russell は、インデックスの構成銘柄を選定す

る組入れ基準値および 除外基準値の変更について、 FTSE Russell Sustainable Investment Advisory 

Committee に意見を求めることがあります。パブリックコンサルテーションが必要な場合は、FTSE Russell 

のベンチマークメソドロジーの変更に関するポリシーに従って実施されます。  

2.9 自社の ESGスコアを向上させ、インデックスに組入れられるにはどうすればよいですか？ 

FTSE Russellの ESGスコアは公開情報に基づいています。そのため、ESG課題に関して企業が既に取り組

んでいることを、ネガティブな情報も含めて情報開示することが ESGスコア向上への第一段階となりま

す。  

第二段階として、自社に最も関連性の高い ESG課題、特にエクスポージャーのレベルが中または高となっ

ているテーマについて、実践とパフォーマンスを改善することです。  

ESG評価メソドロジーの詳細については、FTSE Russellのウェブサイトをご覧いただくか、

FTSE4Good@ftserussell.comまで直接お問い合わせください。 

  

https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse4good-index-series-ground-rules.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse4good-index-series-ground-rules.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/policy-documents/guide-to-ftse-and-third-party-sustainable-investment-data-used-in-ftse-russell-indices.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse4good-index-series-ground-rules.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse4good-index-series-ground-rules.pdf
https://www.lseg.com/en/ftse-russell/esg-scores
mailto:ESG-Japan-Co@ftserussell.com
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3. FTSE Blossom Japan Index について： 

3.1 FTSE Blossom Japan Indexとは何ですか？ 

FTSE Blossom Japan Indexは、環境・社会・ガバナンス（ESG）について優れた対応を行っている日本企

業のパフォーマンスを測定する業種ニュートラルベンチマークとして設計されたものです。 

3.2 FTSE4Good Index Seriesと FTSE Blossom Japan Indexの主な違いは何ですか？ 

両インデックスに適用される ESGのスコアは同じであるため、インデックス構成銘柄には非常に多くの重

複がありますが、重要な相違点もあります： 

FTSE4Good Japan Index Seriesは、時価総額加重平均型のインデックスであり、タバコなどのセクター/製

品の除外が追加されています。 

FTSE Blossom Japan Indexは、業種ニュートラルインデックスで（FTSE Japan All Cap Indexと同等の業種

ウェイトを実現するために、企業のウェイトが変更される可能性があります）、業種ニュートラルを向上さ

せるために、セクター/製品の除外は適用されません。 

詳細については、各インデックスの基本ルールをご参照ください。  

FTSE Blossom Japan Index（適格有価証券） 

FTSE4Good Index Series (Eligibility Criteria) 

3.3 FTSE Blossom Japan Indexの組入れ対象となるのはどのような企業ですか？ 

FTSE Blossom Japan Index は、FTSE Japan All Cap Index に含まれる企業が組入れ対象となります。具体

的には、FTSE Global Equity Index Seriesで時価総額が大型株・中型株・小型株と定義される企業です。 

親インデックスである FTSE Japan All Cap Indexの組入れ方法は、FTSE Global Equity Index Series の基本

ルールに記載されています： 

FTSE Global Equity Index Series  

FTSE Blossom Japan Index の組入れ方法は、以下のリンクから FTSE Blossom Japan Index 基本ルールをご

参照ください： 

FTSE Blossom Japan Index  

詳細については、FTSE Russell（ESG-Japan-co@ftserussell.com）まで直接お問い合わせください。  

3.4 FTSE Blossom Japan Indexの組入れ基準は何ですか？ 

基本ルール（適格有価証券）をご参照ください。 

3.5 FTSE Blossom Japan Indexはどのように利用されていますか？ 

FTSE Blossom Japan Indexは、サステナブル投資に焦点を当てた指数連動型投資、金融商品、ファンド商

品を作成するためのパフォーマンスベンチマークとツールを提供するインデックスです。 

日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、2017年からこのインデックスを ESG インデックス 

の 1つに選定しています。 

3.6 ESGに関連する不祥事にインデックスはどのように対応していますか？  

FTSE Blossom Japan Index基本ルール（適格有価証券）をご参照ください。 

https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse4good-index-series-ground-rules.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-global-equity-index-series-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-index-ground-rules-japanese.pdf
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3.7 インデックスの構成銘柄はどこで見ることができますか？  

FTSE Blossom Japan Index および親インデックス（FTSE Japan All Cap Index）の構成銘柄のスナップショ

ットは、FTSE Russell のウェブページの FTSE Blossom Japan インデックス・シリーズのページに掲載さ

れています。本情報のいかなる部分も、FTSE Russell の書面による事前の許可なく、電子的、機械的、複

写、記録、その他いかなる形式または手段によっても、複製、検索システムへの保存、または送信すること

を禁じます。インデックスデータの使用および配布、ならびに金融商品作成のためのデータの使用には、

FTSE Russell のライセンスが必要です。 

インデックス情報は有料サービスであり、購読者のみに開示されていることにご留意ください。投資目的の

日々のインデックスファイルについては、FTSE Russell（info@ftserussell.com）までお問い合わせくださ

い。 

3.8 FTSE Russell ESGスコアのデータは、FTSE Blossom Japan Indexのベースとしても使用されています

か？  

はい。FTSE Blossom Japan Index は FTSE Russell ESG スコアを使用し、インデックスに組入れられる企

業の選定に特定の基準値を適用しています。現在インデックスに新規に組入れられるためには、ESGスコ

アが 3.3以上である必要があります。FTSE Russell ESG スコアが FTSE Russell のサステナブル投資イン

デックスにどのように利用されているかについては、以下をご参照ください。 

Guide to FTSE and Third Party ESG Data used in FTSE Indices 

3.9 自社の ESGスコアは 3.3以上です。なぜ FTSE Blossom Japan Indexに採用されていないのですか？ 

ESGスコアの最低基準値に加えて、組入れとなるための要件が他にもあります。詳細は FTSE Blossom 

Japan Index基本ルール（適格有価証券）ご参照ください。 

3.10 FTSE Blossom Japan Indexの組入れ基準に満たない企業が存在するのはなぜですか？ 

FTSE Blossom Japan Indexの構成銘柄がインデックスレビュー時にインデックス組入れ基準を満たさなか

った場合、 即除外ではなく１年の猶予が与えられ、1 年後のインデックスレビュー時に組入れ基準を満たさ

ない場合除外となります。詳細については、詳細は FTSE Blossom Japan Index 基本ルール（適格有価証

券）ご参照ください。 

3.11 FTSE Blossom Japan Indexの組入れ・除外基準は変更されますか？ 

本インデックスは、最新の ESG 慣行や投資家および幅広いステークホルダーの期待を反映することを目的

としています。従って、組入れ基準および除外基準は時間の経過とともに変更される可能性があり、そ れ

は本インデックスの基本ルールによって管理されます。FTSE Russell は、インデックスの構成銘柄を選定

する組入れ基準値および 除外基準値の変更について、 FTSE Russell Sustainable Investment Advisory 

Committee に意見を求めることがあります。パブリックコンサルテーションが必要な場合は、FTSE 

Russell のベンチマークメソドロジーの変更に関するポリシーに従って実施されます。   

3.12 自社の ESGスコアを向上させ、インデックスに採用されるにはどうすればよいですか？ 

FTSE Russellの ESGスコアは公開情報に基づいています。そのため、ESG課題に関して企業が既に取り組

んでいることを、ネガティブな情報も含めて情報開示することが ESGスコア向上への第一段階となりま

す。  

第二段階として、自社に最も関連性の高い ESG課題、特にエクスポージャーのレベルが中または高となっ

ているテーマについて、実践とパフォーマンスを改善することです。  

ESG評価メソドロジーの詳細については、FTSE Russellのウェブサイトをご覧いただくか、ESG-Japan-

Co@ftserussell.com まで直接お問い合わせください。 

  

https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/indices/blossom-japan
mailto:（info@ftserussell.com
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/policy-documents/guide-to-ftse-and-third-party-sustainable-investment-data-used-in-ftse-russell-indices.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/esg-scores
mailto:ESG-Japan-Co@ftserussell.com
mailto:ESG-Japan-Co@ftserussell.com
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4. FTSE Blossom Japan Sector Relative Index について： 

4.1 FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexとは  

FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexは、環境・社会・ガバナンス（ESG）で優れた日本企業のパフ

ォーマンスを反映するセクターニュートラルなベンチマークとして設計されています。 

4.2 FTSE Blossom Japan Indexと FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの主な違いは何ですか？ 

• FTSE Blossom Japan Sector Relative Index はセクターニュートラルなベンチマークとして設計されてい

ます。ICBセクターは、FTSE Blossom Japan Indexで使用されている ICBインダストリーよりも詳細で

す。 

• 各セクターで ESG評価が上位 45％でかつ ESGスコアが 2.0以上の企業が FTSE Blossom Japan Sector 

Relative Indexに採用されます。 

• ベンチマークユニバース(FTSE Japan All Cap Index)において温室効果ガス（GHG）排出量が上位 10%

に属する企業は、TPI経営品質スコアが 3.0未満である場合 FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

から除外されます。  

詳細については、各インデックスの基本ルールをご参照ください。  

FTSE Blossom Japan Index  

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index 

4.3 FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの組入れ対象となる企業はどんな企業ですか？ 

FTSE All Cap Indexに組入れされている企業は、FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの組入れ対象と

なります。具体的には、FTSE Global Equity Index Seriesで時価総額が大型株・中型株・小型株と定義され

る企業です。 

親インデックスである FTSE Japan All Cap Index の組入れ方法は、以下の FTSE Global Equity Index Series

の基本ルールに記載されています： 

FTSE Global Equity Index Series  

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index の組入れ方法は、以下の FTSE Blossom Japan Sector Relative 

Index 基本ルールに記載されています： 

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index 

詳細については、FTSE Russell（ESG-Japan-co@ftserussell.com ）まで直接お問い合わせください。  

4.4 FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの組入れ基準は何ですか？ 

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index基本ルール（適格有価証券、構成銘柄の定期的見直し） 

をご参照ください。 

4.5 FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexはどのように利用されていますか？ 

FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexは、サステナブル投資に焦点を当てた指数連動型投資、金融商

品、ファンド商品を作成するためのパフォーマンスベンチマークとツールを提供するインデックスです。 

日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、2022年からこのインデックスを ESG インデックス 

の 1つに選定しています。 

4.6 ESGに関連する不祥事にインデックスはどのように対応していますか？  

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index基本ルール（ESG データ入力）をご参照ください。 

https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-sector-relative-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-global-equity-index-series-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-sector-relative-index-ground-rules-japanese.pdf
mailto:ESG-Japan-co@ftserussell.com
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-sector-relative-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-sector-relative-index-ground-rules-japanese.pdf
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4.7 インデックスの構成銘柄はどこで見ることができますか？  

FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexおよび親インデックス（FTSE Japan All Cap Index）の構成銘柄

のスナップショットは、FTSE Russell のウェブページの FTSE Blossom Japan インデックス・シリーズの

ページでご覧いただけます。本情報のいかなる部分も、FTSE Russell の書面による事前の許可なく、電子

的、機械的、複写、記録、その他いかなる形式または手段によっても、複製、検索システムへの保存、また

は転送することを禁じます。インデックスデータの使用および配布、ならびに金融商品作成のためのデータ

の使用には、FTSE Russell のライセンスが必要です。 

インデックス情報は有料サービスであり、購読者のみに開示されていることにご留意ください。投資目的の

日々のインデックスファイルについては、FTSE Russell（info@ftserussell.com）までお問い合わせくださ

い。 

4.8 FTSE Russell ESGスコアのデータは、FTSE Blossom Sector Relative Indexのベースとしても使用され

ていますか？  

はい、FTSE Blossom Sector Relative Index は FTSE Russell ESGスコアを使用し、インデックスに組入れら

れる企業の選定に特定の基準値を適用しています。現在インデックスに組入れられるためには、FTSE 

Russell ESGスコアが 2.0以上である必要があります。FTSE Russell ESGスコアが FTSE Russellのサステ

ナブル投資インデックスにどのように利用されているかの詳細については、Guide to FTSE and Third Party 

ESG Data used in FTSE Indices をご参照ください。 

4.9 自社が FTSE Blossom Sector Relative Indexに採用されていない理由は何ですか？ 

FTSE Blossom Sector Relative Index に採用されていない理由はいくつか考えられます。これらの理由には

例えば以下のようなものがあります： 

• ESGスコアが 2.0未満である。 

• ESGスコアが 2.0以上であっても、セクターの上位 45%以上に含まれていない。 

• 基準となるインデックス（FTSE Japan All Cap Index）において GHG原単位が上位 10％であり、TPI経

営品質スコアが 3.0未満である。 

詳細については FTSE Blossom Japan Sector Relative Index 基本ルール（構成銘柄の定期的見直し） 

をご参照ください。 

4.10 FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexに適用される組入れ、除外の見直しにおけるセクター相対バ

ッファーとは何ですか？  

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index基本ルール（構成銘柄の定期的見直し）をご参照ください。 

4.11 TPI経営品質スコアとは何ですか？ 

Transition Pathway Initiative は、FTSE Russell とロンドン スクール オブ エコノミクスのグランサム研究所

と提携して、低炭素経済への移行に対する企業の準備状況を評価しています。 FTSE Russell は、TPI 経営

品質スコア評価の基礎データを提供しており、この評価は、毎年 9 月のレビューで更新されます。 

詳細については TPI Methodology をご参照ください。 

 

4.12 自社の ESGスコアを向上させ、インデックスに採用されるにはどうすればよいですか？ 

FTSE Russellの ESGスコアは公開情報に基づいています。そのため、ESG課題に関して企業が既に取り組

んでいることを、ネガティブな情報も含めて情報開示することが ESGスコア向上への第一段階となりま

す。  

https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/indices/blossom-japan
mailto:info@ftserussell.com
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/policy-documents/guide-to-ftse-and-third-party-sustainable-investment-data-used-in-ftse-russell-indices.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/policy-documents/guide-to-ftse-and-third-party-sustainable-investment-data-used-in-ftse-russell-indices.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-sector-relative-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/ground-rules/ftse-blossom-japan-sector-relative-index-ground-rules-japanese.pdf
https://www.transitionpathwayinitiative.org/methodology
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第二段階として、自社に最も関連性の高い ESG課題、特にエクスポージャーのレベルが中または高となっ

ているテーマについて、実践とパフォーマンスを改善することです。  

ESG評価メソドロジーの詳細については、FTSE Russellのウェブサイトをご覧いただくか、ESG-Japan-

Co@ftserussell.com まで直接お問い合わせください。 

 

4.13 ESGスコアが更新されないまま、FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexから除外されたのはなぜで

すか？ 

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index は各企業のセクターの相対性を評価しますので、ESGスコアの

更新がなくても、貴社のインデックス組入れに影響を与える可能性があります。 

 

https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/esg-scores
mailto:ESG-Japan-Co@ftserussell.com
mailto:ESG-Japan-Co@ftserussell.com
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